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第４次恵那市行財政改革大綱及び行動計画の策定方針（案） 

 

１．大綱及び行動計画策定に向けて 

  本市における行財政改革は、平成18年３月に行財政改革大綱及び行動計画

を策定し、職員数の削減、指定管理者制度の導入、公共施設の削減、市債残

高の縮減など一定の成果を挙げてきました。 

また、平成 28 年度からは第３次行財政改革大綱及び行動計画に基づき「質」

と「量」の両面から改革を推進しており、令和２年度末をもって５年目を迎

えます。 

出生数の減少、全国平均を上回る高齢化率、加速度を増す人口減少、価値

観・ライフスタイルの変化による市民ニーズの多様化、公共施設・インフラ

の老朽化の進行、厳しい財政見通しなど本市を取り巻く環境は大きく変わろ

うとしています。このような変化に的確に対応していくためにも、第３次計

画の実施状況や課題等を検証し、次期大綱及び行動計画の策定を進めます。 

 

（１）これまでの取組内容 

○恵那市行財政改革大綱及び行動計画策定（H18～H22） 

■取組項目 

①持続可能な財政構造の確立 

（公共施設統廃合と維持管理経費削減、補助金適正化、人件費等の見直し等） 

②市民の視点に立った行政サービスの質の向上 

（総合窓口設置、手続簡素化、接客サービス向上等） 

③変革の時代に対応できる人材育成と組織改革 

（組織改革、人事評価制度定着、職員研修充実等） 

④市民との情報共有による市民参画の促進 

（広報誌・ホームページ充実、審査会等公開、地域懇談会開催等） 

⑤市民との協働によるまちづくりシステムの確立 

（まちづくり団体支援等） 

■金銭的な削減効果額 H18～H22 累計 6,436 百万円 

 （人件費等の見直し 3,516 百万円、事務事業等コスト削減 1,244 百万円、公共施設

統廃合と維持管理経費削減 787 百万円等） 

○第２次恵那市行財政改革大綱及び行動計画策定（H23～H27） 

■取組項目 

①地域主権時代を担う人材育成と組織改革 

 （職場風土改革と意識改革、人材育成、組織改革等） 

②持続可能な財政構造の確立 

 （公共施設統廃合と維持管理経費削減、補助金適正化、職員数の削減等） 

③市民の視点に立った行政サービスの質の向上 

 （市民満足度把握、窓口サービス充実、公共施設サービス向上等） 
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④市民との情報共有による市民参画の促進 

 （情報発信力充実、市民の声を反映する施策充実等） 

⑤新しい自治の仕組みの確立 

 （市民活動推進、地域自治活動支援、まちづくり学習推進等） 

■金銭的な削減効果額 H23～H27 累計 2,148 百万円 

 （人件費等の見直し 844 百万円、補助金の適正化 491 百万円、公共施設統廃合と維

持管理経費削減 268 百万円等） 

○第３次恵那市行財政改革大綱及び行動計画策定（H28～H32） 

■取組項目 

①市民の視点に立った行政サービスの向上（「質」の改革 ） 

 （審議会等公開、広報・広聴充実、公共施設再配置計画推進、指定管理者制度導入

と適正管理） 

②簡素で効率的行政経営の確立（「量」の改革 ） 

 （職員定数適正化、時間外勤務手当削減、補助金適正化、市税等収納率向上） 

■金銭的な削減効果額 H28～H29 累計 1,047 百万円 

 （人件費等の見直し 878百万円、市税等収納率の向上 77百万円、補助金の適正化 23

百万円等） 

 

（２）本市を取り巻く環境 

①少子高齢化の進行 

平成 22 年国勢調査の人口 53,718 人、15 歳未満の人口 7,052 人、割合が

13.2％、65 歳以上の人口 15,542 人、高齢化率 29.0％が、平成 27 年国勢調

査では人口 51,073 人、15 歳未満の人口 6,364 人、割合が 12.5％、65 歳以

上の人口 16,620 人、高齢化率 32.5％で、それぞれ人口が 2,645 人の減、15

歳未満人口が 688 人の減、65 歳以上人口が 1,078 人の増となり少子高齢化

が進行しています。 

○恵那市の人口推計  
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②東濃５市財政指標の比較と推移 

1. 経常収支比率 

 

 

2.実質公債費比率 

 

 

3.１人当たりの地方債（一般会計） 
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毎年定期的に入る収入に対

して、毎年使いみちが決ま

っている経費がどの程度か

を示す数値。この割合が低

いほど自由に使える財源が

多くあることを表します。 

東濃５市の中では低い水準

ではありますが上昇傾向に

あります。 

標準財政規模に対して市が負

担する借金の返済がどの程度

かを示す割合。 

東濃５市の中では高い水準で

ありましたが、平成 25 年度

より毎年繰上償還をおこなう

ことにより市債残高が減少し

たため大きく改善していま

す。 

一般会計の市債を人口で割っ

た金額。 

平成 25 年度より毎年繰上償

還をおこなうことにより市債

残高が減少し大きく改善して

いますが東濃５市の中では、

依然として高い水準となって

います。 

（単位：％）

（単位：％）

（単位：円）
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4. １人当たりの積立金（一般会計） 

 

 

 

 

③令和７年度までの歳入の見通し 

 

 第３次行財政改革策定歳入見通し時よりも普通交付税算定方法変更や地方

消費税交付金の増加等により歳入の減少額は緩やかになっているものの普通

交付税においては合併後 10 年が経過し合併の特例による優遇措置が段階的に

縮小されました。令和２年度には完全に廃止となり厳しい財政状況が想定さ

れます。 
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→ 第３次行革時推計 実績 ← 

一般会計の基金を人口で割っ

た金額。 

将来の市債の償還や施設維持

改修等の財源として順次積み

立てを行っています。東濃５

市の中では、高い水準となっ

ています。 

（単位：円）
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２．計画の構成と計画期間 

（１）行財政改革大綱 

   今後５年間で取り組んでいく基本理念、基本方針、推進期間、推進体制

などを定めます。 

 （２）行財政改革行動計画 

   大綱の実現と改革を計画的に推進するため、具体的な取組内容や達成時

期を示した計画を定めます。 

（３）計画期間 

   令和３年度から令和７年度まで（５年間） 

 

３．基本的な考え方 

 （１）行財政改革大綱  

第３次行政改革大綱基本方針の行政サービスの向上推進する質の改革及

び効率的な行政経営の確立を推進する量の改革を基本とし、少子高齢化な

どの社会経済情勢の変化、財政見通しを整理し、重点的に取り組むべき事

項について見直しを行います。 

 （２）行財政改革行動計画 

大綱で定める基本方針等に基づき、第３次計画等これまで行財政改革審

議会で指摘のあった事項、改革項目の取組状況や課題等を検証し、下記推

進項目を含め検討をおこない計画策定を進めます。 

   なお、公共施設の適正配置等については、同時に策定に着手する個別施

設計画と整合性を図りながら、行動計画の見直しをおこないます。 

 

●推進項目 

１ 時代の変化に対応できる組織体制の構築 

    ・職員の人材育成・能力向上 

    ・女性活躍の推進 

２ 市民ニーズを捉えた満足度の高い行政サービスの提供 

    ・積極的な市民ニーズの把握 

    ・窓口市民サービス等行政サービスの向上 

    ・行政情報発信の推進 

３ 効率的で持続可能な行財政運営の推進 

    ・自主財源の確保 

    ・歳出の効率化 

    ・公共施設の老朽化対策と最適配置 

４ ICT を活用した取り組み 

    ・業務の効率化に関する取り組み 

    ・行政手続き簡略化等に関する見直し 
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４．策定の体制 

 （１）行財政改革審議会（外部組織） 

   恵那市行財政改革審議会条例に基づき、有識者で構成された外部組織で

す。 

   条例第２条第２項の規定により、市長は行財政運営の改善に関する基本

的事項（行財政改革大綱）について審議会に諮問し、審議会は答申します。 

 （２）行財政改革本部会議（内部組織） 

   恵那市行財政改革推進本部設置規程に基づき、副市長以下、部長級職員

で構成された内部組織です。 

   行財政改革審議会に対する事務局側として、プロジェクトチームで作成

した第４次行財政改革大綱及び行動計画の素案について検討し、庁内合意

形成を行います。 

 （３）プロジェクトチーム（内部組織） 

   恵那市プロジェクトチーム設置基準規則第４条に基づき、行財政改革大

綱及び行動計画策定プロジェクトチーム設置規程を制定し、中堅職員及び

若手職員で構成されたプロジェクトチームを設置します。 

   プロジェクトチームは、第３次行財政改革の検証及び第４次行財政改革

大綱及び行動計画の素案を作成します。 

 

 

行財政改革大綱・行動計画策定に向けた推進体制

　は計画策定関係者
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５．策定スケジュール 

 令和元年度 

５月    行財政改革本部会議（策定方針検討） 

６月    行財政改革審議会（市長から策定を諮問） 

７月～１月 プロジェクトチーム（素案作成） 

２月～３月 行財政改革本部会議・審議会（素案検討） 

令和２年度 

５月    行財政改革本部会議・審議会（素案確定） 

６月    全員協議会に報告（素案、パブリックコメント関係） 

  ７月    パブリックコメント 

  ８月    行財政改革本部会議（答申案確認） 

  ９月    行財政改革審議会（市長へ計画案を答申） 

  ９月    大綱及び計画の確定 

 １０月    全員協議会に報告 

 １１月    広報誌で情報提供 
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